R8.４改訂 (かいてい)

１８歳 (　　　さい)以上 (いじょう)ではじめて療育 (りょういく)手帳 (てちょう)の交付 (こうふ)を申請 (しんせい)する方 (かた)へ

大阪府障 (おおさかふしょう)がい者 (しゃ)自立 (じりつ)相談 (そうだん)支援 (しえん)センター (せんたー)

大阪府 (おおさかふ)では、大阪府 (おおさかふ)療育 (りょういく)手帳 (てちょう)に関する (かん　　　　)規則 (きそく)に基づき (もと　　　)、知的障 (ちてきしょう)がいのある方 (かた)に療育 (りょういく)手帳 (てちょう)を交付 (こうふ)しています。知的 (ちてき)障 (しょう)がいは「知的 (ちてき)機能 (きのう)の障 (しょう)がいが発達期 (はったつき)（おおむね１８歳 (　　　　さい)まで）にあらわれ、日常 (にちじょう)生活 (せいかつ)に支障 (ししょう)が生じて (しょう　　　　)いるため、何ら (なん　　)かの特別 (とくべつ)な援助 (えんじょ)を必要 (ひつよう)とする状態 (じょうたい)にあるもの」（厚生 (こうせい)労働省 (ろうどうしょう)の知的 (ちてき)障 (しょう)害 (がい)児 (じ)（者 (しゃ)）基礎 (きそ)調査 (ちょうさ)より）とされています。そのため、１８歳 (　　　さい)以上 (いじょう)ではじめて療育 (りょういく)手帳 (てちょう)の交付 (こうふ)を申請 (しんせい)される方 (かた)については、１８歳 (　　　さい)までに知的 (ちてき)機能 (きのう)の障 (しょう)がいが生じ (しょう　　)、それが現在 (げんざい)に至る (いた　　)まで継続 (けいぞく)していることがわかる、客観的 (きゃっかんてき)な資料 (しりょう)の提出 (ていしゅつ)をお願い (　　ねが　　)しています。

提出 (ていしゅつ)資料 (しりょう)について
下記 (かき)のような資料 (しりょう)があれば、当センター (とう　　　　　　　)での判 (はん)定時 (ていじ)にご持参 (　　じさん)ください。
資料 (しりょう)をご持参 (　　じさん)いただいたり、親族 (しんぞく)などのどなたかに生育歴 (せいいいくれき)について証言 (しょうげん)いただく必要 (ひつよう)があります（それが整わない (ととの　　　　　　)場合 (ばあい)、療育 (りょういく)手帳 (てちょう)を交付 (こうふ)できないこともあります）。
また、下記 (かき)のような資料 (しりょう)があっても、１８歳 (　　　　さい)までに知的 (ちてき)機能 (きのう)の障 (しょう)がいが生じて (しょう　　　　)継続 (けいぞく)していることの証明 (しょうめい)にならない場合 (ばあい)もあります。その場合 (ばあい)は、ほかの資料 (しりょう)の提出 (ていしゅつ)などをお願い (　　ねが　　)することもあります。

〇学校 (がっこう)での状態 (じょうたい)を示す (しめ　)もの
・成績票 (せいせきひょう)、成績 (せいせき)証明書 (しょうめいしょ)
・学力 (がくりょく)テストや模試 (もし)の結果 (けっか)がわかるもの
・入学 (にゅうがく)した学校 (がっこう)の名前 (なまえ)がわかるもの（卒業 (そつぎょう)証明書 (しょうめいしょ)など）
・特別 (とくべつ)支援 (しえん)学校 (がっこう)や特別 (とくべつ)支援 (しえん)学級 (がっきゅう)に在籍 (ざいせき)していたことがわかるもの

〇医療 (いりょう)機関 (きかん)で作成 (さくせい)された書類 (しょるい)
・これまでに医療 (いりょう)機関 (きかん)で実施 (じっし)した知能 (ちのう)（発達 (はったつ)）検査 (けんさ)の結果 (けっか)がわかるもの

〇公的 (こうてき)機関 (きかん)が作成 (さくせい)した書類 (しょるい)
・児童 (じどう)相談所 (そうだんじょ)などで実施 (じっし)した知能 (ちのう)（発達 (はったつ)）検査 (けんさ)の結果 (けっか)がわかるもの
・障害者 (しょうがいしゃ)職業 (しょくぎょう)センターなどで実施 (じっし)した職業 (しょくぎょう)適性 (てきせい)検査 (けんさ)の結果 (けっか)がわかるもの

裏面 (うらめん)へつづく

大阪府障がい者自立相談支援センター療育手帳判定基準要領（一部抜粋）
１　知的障がいの定義
この要領において、「知的障がい」とは、次に掲げるすべての要件を満たすものであることとする。なお、イ中「発達期（おおむね１８歳まで）にあらわれ」とは、発達期に生じた知的機能の障がいが、成人期以降も現在に至るまで継続していることを示す。
ア.知的機能に障がいがあること
イ．発達期（おおむね18歳まで）にあらわれた障がいであること
ウ．知的機能の障がいにより日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの

２　知的障がい程度の区分の判定
（１）　障がい程度の区分の表記
知的障がい程度の判定の結果は、規則第６条第２項の区分に従い、以下のとおり表記する。
　Ａ 	　：　障がいの程度が重度である場合
　　 Ｂ１	　：　障がいの程度が中度である場合
　　 Ｂ２	　：　障がいの程度が軽度である場合
　　
（２）　知能指数又は発達指数の評価
標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数の評   価については、次のとおりとする。
最重度	：　おおむね２０以下
重度	：　おおむね２１以上３５以下
中度　　	：　おおむね３６以上５０以下
軽度　　	：　おおむね５１以上７５以下 

（３）　社会生活を営む能力の評価
社会生活を営む能力（主に日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意思交換及び家事職業等の能力）については、社会生活能力調査票等に基づき、軽度、中度、重度、最重度の段階で評価する。

（４） 行動及び医療保健の評価
行動及び医療保健（強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障がい並びに食事及び排泄に係る不適切な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動や、てんかん及びその他の疾患など）の評価については、次のとおり４段階評価とし、行動面、医療保健面それぞれの評価のうち、重い方で代表する。
Ⅰ	：　あまり介助及び介護を要しない
Ⅱ	：　ある程度の介助及び介護を要する
Ⅲ	：　著しく介助及び介護を要する
Ⅳ	：　常時特別の介助及び介護を要する

（５）　知的障がい程度の区分の判定結果
 ア．　本要領「１知的障がいの定義」に該当しないものは、非該当とする。
イ．　規則第６条第１項第１号の「判定の結果」については、上記１及び２（２）～（４）に基づいて行う。なお、標準化された知能検査又は   発達検査によって測定された知能指数又は発達指数が、５０以下であって、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定に基づき身体障がい者手帳を交付され、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級、２級又は３級に該当するものは、知的障がい程度の区分をＡとする。
ウ． 当所もしくは他の知的障害者更生相談所及び児童相談所において、すでに判定が行われているとき又は程度判定に足りるその他の資料が
あるときは、これらを総合的に判断して知的障がい程度の区分を判定しても差し支えないものとする。
